
事 務 連 絡

平成 25 年 6 月 6 日

各都道府県障害保健福祉関係主管課(室) 御中

厚生労働省社会･援護局

障害保健福祉部精神･障害保健課

障害程度区分に係る厚生労働省令の官報正誤の発出について

平素より障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。

本日、平成 18 年３月に公布した厚生労働省令「障害程度区分に係る市町村審査会による

審査及び判定の基準等に関する省令」に係る官報正誤が発出されました。（別添参照）

当該省令における正誤の対応部分は、以下のとおりです。

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成 18 年３月 17 日 厚生労働省令第 40 号)

（別表第二 ３ 移動）

身の回り：42.0 以下

→ 移 乗：見守り等・一部介助・全介助

→ 座位保持：できる・自分で支えれば可・支えが必要

→ 移 動：一部介助・全介助

→ 飲 水：できる・見守り等・一部介助

→ 火の不始末：ない・ときどきある

→ 麻痺の種類：ない・いずれか一肢のみ・両下肢のみ

→ 落ち着きなし：ない・ときどきある

→ 移 乗：一部介助・全介助

→ 移 乗：一部介助

→ 特別介助：52.0 以上 ⇒（誤）23.6 分、（正）23.8 分

平成 18 年に当省が配布した障害程度区分判定ソフトは、正しい審査判定基準である「23.8

分」に基づきコンピュータ判定ができる内容となっており、事実上の影響はありませんが、

市町村審査会委員マニュアルでは誤った審査判定基準である「23.6 分」が記載されている

など、一部関係者に誤解を生じさせたことにつき、お詫び申し上げます。



各都道府県障害保健福祉関係主管課（室）におかれましては、管内市区町村に対する周知

をお願いいたします。

［本件連絡先］

厚生労働省社会･援護局障害保健福祉部

精神･障害保健課障害程度区分係 増田、友永

電話番号：03-5253-1111(内線 3026)




